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おわりに

はじめに

　本稿は、ヌルハチが勃興した16世紀末から入
関（1644年）までのマンチュリア史研究について
整理をおこない、研究史の到達点を確認すること
を目的にしている。筆者は日露戦争後から現在ま
でのマンチュリア史研究の概括的な動向について
は、すでに整理をおこなった（１）。この内容をふ
まえ、本稿ではヌルハチ勃興から入関までの時期
について、これまでどのような研究がおこなわれ

てきたのかを考察したい。
　この時期のマンチュリアは、明朝の覊縻衛所
制（２）の変容、女真諸部の勢力拡大、ヌルハチに
よる覇権確立、ホンタイジの皇帝即位という大き
な社会変動が生じていた。こうした社会変動がい
かなる要因から生じていたのか、ヌルハチが台頭
した原因は何なのか、ホンタイジはどのような勢
力を基盤にして皇帝となったのかなど、戦前以来
さまざまな考察がおこなわれ、多くの見解が出さ
れてきた。にもかかわらず、研究史の整理はあま
りおこなわれないため、研究の到達点に関する研
究者間での共通認識は十分とは言い難い。
　とくに中国では1980年代から研究状況が変わ
り、研究の質・量ともに大きく増進した。これま
で中国で発表された論文にアクセスすることは、
さまざまな問題があり難しかった。しかし最近の
CNKIのデーターベース機能の拡充は著しく、所
蔵図書館が分散していた雑誌も簡単にネット上で
見ることができるようになった。それゆえ、中国
で発表された論文についてはCNKIを使い、でき
るだけ言及することを心掛けた。
　本稿は、新たなマンチュリア史像を構築する準
備作業として、戦前から現在までの諸見解の整理
をおこなった所産の一つである。研究論文の内容
について、可能なかぎり誤解のないようにまとめ
たつもりではあるが、誤読、曲解があるかもしれ



長野大学紀要　第34巻第１号　2012

― 10 ―

ない。また重要な論文を見逃している恐れもある。
多くの研究論文に目を通したが、網羅することが
目的ではないので取り上げなかったものもある。
以上の限界があることを最初に述べておきたい。
　なお本稿では、ホンタイジが皇帝に即位した
1636年以前を「マンジュ国」、皇帝即位後を「清
朝」と記述する。一括して示す場合は「マンジュ
国・清朝」と表記している。またヌルハチ期（1583
～ 1626年）、ホンタイジ期（1627 ～ 1644年）な
どの表記も使っている。

（１）塚瀬進2011
（２）覊縻衛所制については塚瀬進2010、84 ～ 87頁を参照。

１．戦前の研究動向

　戦前において、マンジュ国・清朝の研究に先駆
的に取り組んだ研究者として稲葉岩吉を指摘した
い。1913年に「清初の疆域」という論文を発表し
て、女真諸部の居住地がどこであったのか考証し
た（１）。また、女真の社会経済状況について検討し、
女真は氏族制社会の段階にあり、「満洲八旗は当
時の女真人の即してゐた氏族制度の結晶」であっ
たと主張した（２）。一般的に氏族制社会とは、同
一血統に属する血族集団の上に成立する階級分化
が未発達な社会を指す。稲葉岩吉は女真社会の発
展度が低いことを主張した。
　これに対して馬奉琛は、奴隷の存在に着目した
考察をおこない、女真社会における奴隷労働の状
況、奴隷の社会的役割について分析した（３）。こ
の研究により、多数の奴隷の存在が女真社会に確
認されたため、氏族社会の段階にあったという稲
葉岩吉の主張には疑問が投げかけられた。
　旗田巍は、「李朝実録」にある15世紀中ごろの
女真に関する記述を考察して、女真は氏族社会
であったとする稲葉岩吉の主張の検証をおこなっ
た（４）。その結果、女真の部落は血縁的基盤ではな
く地域的団体であったこと、部落内には相当な地
位の差異があったことを主張した。それゆえ氏族
制は崩壊していたとして、稲葉説に異議を唱えた。
　中山八郎は「氏族制の基礎は崩壊していたが、
完全には消滅していなく、とくに戦闘の場合には氏
族的色彩は濃厚に存在した」と女真社会の段階に
ついて述べた。そして、女真諸部を統合した制度
として八旗制を指摘し、興亡、対立していた女真は

八旗制により統合されたという理解を主張した（５）。
　鴛淵一は、1932年以降にヌルハチ期の政治外交
史に関する論文を発表して、ヌルハチ政権の特徴、
対朝鮮関係、対モンゴル関係について考察を加
えた（６）。政治史については、今西春秋がホンタ
イジの立太子問題について検討した（７）。三田村
泰助はヌルハチによる天命建元について考察し、
1616年にハン位についた事実はあるが、中華王朝
と同様に建国・建元をおこなった事実は無かった
と主張した（８）。ヌルハチが対明断行を表明した

「七大恨」については、その内容が清朝側と明朝
側の史料とでは異なっている。その内容について
は孟森（９）、鴛淵一（10）、今西春秋（11）が検討を加え
ている。
　1936年に三田村泰助は、マンジュ国の理解を大
きく前進させる論文を発表した。三田村泰助は、
まずマンジュ国の名称について検討し、マンジュ
国はイェヘ・ハダなどの女真諸部と相対したヌル
ハチを指導者とする国名であり、1600年前後に称
されたと主張した。しかし、明や朝鮮からの疑念・
干渉は避けるため、対外的には「建州」を称した。

「マンジュ」は女真の間では偉い酋長の尊称とし
て使われており、マンジュ国とは偉い酋長「マン
ジュ」であるヌルハチが君臨する国の意であった
とした。女真諸部の統一後、ジュセン国と称した
ので、マンジュ国の国号はやめた。マンジュ国が
使われたのは1600年前後から1616年までの短い期
間であり、ヌルハチ政権の変化に伴い名称も変
わったという解釈を主張した。
　また、マンジュ国がいかなる過程を経て成立し
たのか、社会経済状況の変化から説明を試み、女
真社会をガシャン（郷村）とムクン（氏族）とを
基本単位とした「崩壊しつつある氏族社会」であっ
たと解釈した。氏族社会の解体に伴って専制的指
導者があらわれ、その指導下でガシャン・ムクン
は結合してアイマンを形成し、さらにいくつかの
アイマンが結合してグルン（国）が誕生した。グ
ルンにまでガシャン・ムクンの結合度を高めたも
のが八旗制であったと主張した（12）。
　孟森は八旗制について考察し、旗王はその領旗
に強い権限を持ち、ハンといえども旗王の一人に
すぎず、八旗制を分権的なものと理解した。そし
てヌルハチ、ホンタイジの統治を経てハン権力が
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伸張し、雍正帝の時に中央集権体制が成立したと
主張した（13）。
　1939年に旗田巍は二本の論文を発表して、女真
社会を理解する上でのポイントを指摘するととも
に、その変容過程について考察した。まず、これ
までの研究史を総括して、女真社会が崩壊過程に
ある氏族社会であったことは、諸研究により確認
されたとした。そして、今後の課題として、氏族
社会の崩壊過程における奴隷制度の意義、八旗制
の発展のなかに封建社会の成立根拠を求めること
を主張した（14）。
　もう一つの論文では、ニル成立により満洲人の
軍事組織の単位であった地縁、血縁による結合体
はその意義を失い、新たに成立したニルのなかに
吸収されたとし、ニル成立により、それ以前の社
会経済的単位が崩壊して、ニルという大きな集団
へ女真は再編成されたと解釈した。そうしたニル
の成立を可能にした状況として、漢人、朝鮮人奴
婢の増加による社会の階層分化と農業生産の向上
を指摘し、明末に女真社会は「富強なる貴族的家
族を中心として結集した団体へと転化した」と主
張した（15）。ニルの成立を女真社会の画期として
位置づけた点は、今日でも傾聴に値する。
　ヌルハチ期の研究は、広島大学を拠点にした鴛
淵一と戸田茂喜によってもすすめられた。戸田茂
喜は、ヌルハチの都城について検討するとともに、
ヌルハチが漢人を収容して勢力を拡大していく過
程について考察した（16）。鴛淵一は、ヌルハチ期
の「固山額真」（旗長、旗主）が誰であり、政権
内でどのような役割を果たしたのか考察した（17）。
また、「擺牙喇」（護軍、バヤラ）について考察を
加え、バヤラは八旗制のなかに包含されてはいた
が、ハンやベイレの私兵的側面が強かったと主張
した（18）。さらに、「ジュセン」がどのよう意味で
使われたのか、その用例の変化を検証して、女真
の意味から部民へと変わり、やがては手下を意味
するものへ、さらには奴隷の意に転化したと指摘
した。そして、こうした変化はヌルハチが権力者
としての地位を高めていく過程とともに生じてい
たと主張した（19）。鴛淵一は旗地についても考察
を加えた。ヌルハチ期の「満文老档」には旗地に
関する記述は四つあり、それらをもとに旗地の状
況について考察した。しかし四つの記述からでは、

旗地の分布状況や授与にあたっての基準を明らか
にすることはできないとした（20）。
　安部健夫はニルを研究題材として、八旗制の内
部構造について考察した。八旗制の特徴として、
ハンと旗人との統属関係には封建的関係ともみな
せる部分があるとはいえ、官僚的関係が基本で
あったと指摘し、ヌルハチは八旗制という官僚機
構の頂点にいた独裁的君主だと主張した（21）。次
いで、ニルの実態を把握するために、トクソとジュ
センについて考察した（22）。
　和田清は歴史地理について考察をおこない、ヌ
ルハチ期に満洲諸部はどこに居住していたのか、
その比定をした（23）。またヌルハチが興起した場
所はどこなのか、各種の史料を検討して、その
位置について考証した（24）。園田一亀はヌルハチ
死去の状況、1583年の挙兵から文禄の役（1592
年）までの、ヌルハチの活動について考察を加え
た（25）。劉選民はヌルハチが進めた周辺諸部族へ
の軍事行動について考察した（26）。
　戦時色が強まった1940年代においても研究はす
すめられた。「満洲史」研究を精力的にしていた
三田村泰助は、1941 ～ 42年にかけてホンタイジ
の即位事情について考察をおこなった（27）。戸田
茂喜はヌルハチによる漢人対策について検討し、
土地よりも人丁の確保を重視していた点を主張し
た（28）。布村一夫は、女真の社会段階をめぐる諸
説を整理し、ヌルハチが二道河子旧老城に居を構
えていた時期の女真の状況や、婚姻関係から入関
前の女真社会の特徴について考察した（29）。中山
八郎は、ヌルハチ期の統治機構について検討し、
その担い手は皇族を中心とした和碩貝勒と官僚的
な議政大臣の二系統であったと主張した（30）。江
嶋壽雄は、申忠一『建州紀程図記』の記述からガ
シャンの形態を抽出し、『満洲実録』の記述と比
較検討した。そして氏族制崩壊から八旗制への移
行過程を、ガシャンの形態変化から考察しようと
試みた（31）。
　周藤吉之は入関前の旗地について考察し、入関
前の旗地政策は1621年の遼東占領を境に前後に分
けられるとし、それぞれの時期の特徴について指
摘した。遼東占領前では、旗地は壮丁を基礎に与
えられ、その耕作には奴隷も使われていたが、か
なり協同的な耕作がおこなわれていたこと、旗地

11



長野大学紀要　第34巻第１号　2012

― 12 ―

に租税はかけられず、旗人は旗地からの収穫を軍
糧にあてていたとした。遼東占領後では、すべて
の壮丁（漢人も含む）に土地が支給され、壮丁に
官糧、徭役が課せられた。こうした土地支給の形
態を「均田制」と称し、有力な旗人は多数の壮丁
を持つため多くの土地を獲得したこと、奴隷では
なく壮丁による耕作の比重が増えた点を指摘し
た。また旗人と漢人との関係について、ヌルハチ
期は旗人と漢人が混住していたが、旗人による漢
人への圧迫が問題となったので、ホンタイジ期に
は両者の分離がおこなわれたとした。ヌルハチ・
ホンタイジ期の土地政策の特徴として、壮丁を基
礎にしていた点を指摘する。また、旗地の分布状
況に関する史料は断片的なため明確にはできない
と断りながら、康煕版『盛京通志』は瀋陽近隣に
多かったことを記述していることから、入関前も
瀋陽近隣に旗地は多かったと推測している（32）。
　以上の戦前の研究動向をまとめると、ヌルハチ
勃興期における女真社会の発展段階、八旗制、旗
地などの研究がおこなわれたことが指摘できる。
戦後の研究はこれらの研究成果を基盤にして、よ
り詳細な考察へとその内容を発展させていった。

（１）稲葉岩吉1913
（２）稲葉岩吉1929-30
（３）馬奉琛1935。陶希聖1934も奴隷について考察し、馬

奉琛の見解を補強した。
（４）旗田巍1935
（５）中山八郎1935
（６）鴛淵一1928、1932、1933、1935
（７）今西春秋1935a、1935b

（８）三田村泰助1935、1936a

（９）孟森1935
（10）鴛淵一1935
（11）今西春秋1936
（12）三田村泰助1936b

（13）孟森1936
（14）旗田巍1939a

（15）旗田巍1939b

（16）戸田茂喜1937-38
（17）鴛淵一1938a

（18）鴛淵一1938b

（19）鴛淵一1939
（20）鴛淵一1938c。後に再び旗地について検討している

が、結論に大きな変化はない（鴛淵一1961）。
（21）安部健夫1942a

（22）安部健夫1942b

（23）和田清1939
（24）和田清1940
（25）園田一亀1933、1936
（26）劉選民1938
（27）三田村泰助1941、1942
（28）戸田茂喜1941
（29）布村一夫1941、1943a、1943b

（30）中山八郎1944
（31）江嶋壽雄1944
（32）周藤吉之1941

２．戦後から1960年代にかけての研究動向

　敗戦により研究活動が困難であったなか、村松
裕次はヌルハチが勃興した要因に関する論文を
1947年に発表した（１）。まず女真社会の状況につ
いて検討し、女真は酋長に率いられた部落を集団
の単位としており、個々の家の結合はルーズで
あったと指摘した。そうしたルーズな家々を酋長
が統率できた理由として、明朝が酋長に給付した
勅書が部落統合の権威として機能したことを指摘
し、ヌルハチも明朝の勅書の権威を利用して台頭
したと主張した。
　戦前に研究活動をしていた研究者のなかには、
戦後も研究を継続した人がいた。鴛淵一は、1948
年に入関前の女真社会について考察した論考を
発表した（２）。戦後間もなくに出されたものだが、
女真社会の変化を要領よくまとめており、現在で
も参照の価値は高い。1949年には北村敬直が入関
以前の遼東の状況について考察を加えた（３）。残
念ながら未完である。
　鴛淵一は50年代以降、ヌルハチ期、ホンタイジ
期の法制史（刑法）（４）、政治史（台吉、貝勒の役割、
諸王の動向、来帰者の状況）（５）、対朝鮮関係（６）に
関する研究を発表して、この時期の理解を前進さ
せた。
　1951年にはヌルハチ関係の論文が相次いで三本
発表された。和田清はヌルハチの勃興過程につい
て、「尼堪外蘭との抗争」、「一族からの迫害」、「遠
交近攻の策略」、「女真社会の変化」から考察し
た（７）。中山八郎はニル編成の目的は、部落の指
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導者の独自性を除去して、軍官（ニルエジェン）
のなかに包摂する意図があったと指摘した。そし
てニル編成により、ヌルハチは軍事指導者のニル
エジェンを管轄下に置き、軍隊統制の中央集権的
官僚化をはかろうとしていたと主張した（８）。安
部健夫は八旗制研究の一環として旗地の状況につ
いて検討した（９）。安部健夫は戦前に発表した論
文とあわせて八旗制、ニル研究の完成を目指した
が、1959年に死去したため未完に終わっている。
　1959年に中山八郎は八旗制の由来は何にあるの
かを検討し、旗色の選定や八旗を「四方四隅」に
配したことには、中国古典思想の影響や北魏拓跋
氏の遺制がうかがえると主張した（10）。
　今西春秋はヌルハチによる天命建元は存在した
のかという事実の確定（11）、建州五部や海西諸部
の居住地について考察した（12）。以上の他に50年
代においては、小川裕人がヌルハチによる女真
の統合過程について（13）、坂井衛がヌルハチの遼
東統治やその商業活動について（14）、水原重光が
ホンタイジの民族政策について検討をおこなっ
た（15）。田中克己は女真の状況について考察を加
えた（16）。
　三田村泰助は50年代では基本史料の考察に力を
注ぎ、「清朝実録」と「満文老档」の比較研究を
おこなった（17）。その成果をもとに、女真社会や
八旗制度について水準の高い研究を60年代に発表
した。1960年に発表した論文では、ヌルハチを補
佐してマンジュ国の成立に尽力した氏族集団につ
いて考察した。氏族集団の特徴、成立年代などを
検討したうえで、その形成過程について指摘した。
明初にオドリ部を中心とした集団が三姓付近から
南下して東間島に至り、土着集団と合わさること
で新たな集団をつくり、その後興京へ西遷した。
興京では漢化した氏族集団と結合する一方で、東
間島方面の未開氏族を収容して軍事力の増強をは
かりながら、マンジュ国は勃興していったと主張
した（18）。ついで、八旗の成立について記述した
基礎史料を再検討して、「固山」（グサ）、「牛彔」（ニ
ル）がどのような性格を持っていたのかを考察し
た。そして八旗の成立年次として、四旗が1588
～ 89年に成立し、1616年に八旗に増設されたと
いう見解を主張した（19）。
　1963年から64年にかけて、「ムクン・タタン制」

に関する大作を発表した（20）。その論旨は多岐に
わたり、簡略に整理することは難しいが、敢えて
してみたい。『満文老档』巻79以下に記述されて
いる「族籍表」をもとに、「ムクン・タタン制」
の性格・特徴について考察を試みた。初めに研究
史として鴛淵一、安部健夫の研究をとりあげ、そ
の不十分な点を指摘する。鴛淵一は、「族籍表」
の第一ムクンの長にヌルハチ、第二ムクンの長に
チュエン（長子）、第三ムクンの長にチュルガチ

（弟）の名があることをもとに、「三巨頭制」を主
張していた。この説は傾聴すべき点はあるが、「族
籍表」そのものの分析はほとんどおこなっていな
い点を指摘した。安部説への疑問は多岐にわたる
内容なので詳細は省くが、その誤解について丁寧
に反駁している。そして、「族籍表」を「一時の
政治情勢よりの所産」と考え、「族籍表」が作成
された時点の歴史状況の把握なしには、その理解
はできないとして明末女真の動向へと筆を運ぶ。
　まず「族籍表」が記述する勅書は、女真社会に
どのような意味を持っていたのか、　ヌルハチの拡
大過程にそくして考察する。勅書は明朝が衛所の
首長と認めた公認書であり、朝貢する資格を示す
貿易許可証でもあった。明朝がおこなった勅書の
授与による覊縻政策を貢勅制と規定して、貢勅制
がヌルハチ勢力拡大の鍵であったことを指摘した。
　次いで、「族籍表」の勅書は海西女真のもので
あるため、海西女真と貢勅制の状況について考察
する。貢勅制は16世紀初頭には紊乱状態になり、
①不正勅書の横行、②入貢者の激増、③勅書の争
奪がおこなわれた。しかし明朝にそれを正す力は
なかったので、海西女真の有力者を通じて統轄す
る方法をとった。その有力者として選ばれたのが
ハダの王忠であった。このため、女真有力者に「支
配権という無形の権益」を与えることになったと、
貢勅制変容の歴史的意義について指摘した（153
～ 155頁）。
　以上の考察を通じて、「族籍表」が記述された
時期は、貢勅制を利用した女真勢力拡大、貢勅制
の紊乱が社会の基底にあり、それに遼東では高淮
による苛酷な徴税、李成梁の貪欲な行動が加わり、
激しい混乱のなかにあったとした。
　「族籍表」は、1610年に復貢政策に転じたヌル
ハチが、ハダの当主ウルグタイ名義の下で、開原
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での朝貢に際して行使した勅書の配当表であった
と解釈した。明朝への復貢にふみきったヌルハチ
は、「形式上験貢の合法性を整え」、「権利未遂行
のまま死蔵されていた海西の貢勅を、最大規模に
おいて行使した」とし、それゆえ「族籍表」の内
容は「一般的恒常的な性格、たとえば当時の統治
形態の全貌」を示すものではないとした（187 ～
188頁）。
　「族籍表」は「ムクン・タタン表」とも呼べる
ものであり、女真社会はムクン・タタン制を基盤
に成立していたとする。ムクン（「氏」。原生的な
氏族形態であるハラ（姓）から地縁的要素を含む
ものに移行した形態）とは、採取経済を遂行する
組織であり、女真社会を氏族制社会として規制し
た本質的な要素であった（256頁）。タタンとは「野
外住居」（217頁）、「遠出の場合の假泊小屋」（253
頁）、「採取の現場における拠点から転じて採取乃
至生産の場」（257頁）であった。そしてムクン・
タタン制とは、「土地占有における満洲氏族共同
体の構成形式であると同時に、直接生産に携わる
組織でもあり、また取得物乃至生産物の分配の組
織」（259 ～ 260頁）だとしている。
　次いで、ムクン・タタン制が女真社会の具体的
なレベルではどのように表れていたのか、ヘヂェ、
オロチョン、兀狄哈（ウデハ）を事例として考察
する。そして兀狄哈の社会形態を「農耕を伴う狩
猟形式による企業化」ととらえ、これを発展させ
たのが建州女真、海西女真であったとした。建州、
海西が強大化した要素として、①貢勅制、②貂参
の利、③精鋭な軍隊を指摘して、建州女真がマン
ジュ・グルンを成立させた過程の考察へと進む。
　建州女真の特徴として遷住現象、定着農耕性の
稀薄さを指摘し、「不安定な流動する社会」が女
真社会の本来的なあり方であり、そうした不安定
さを「柔軟な適応性」により乗り越えてきたとす
る。ヌルハチ期は氏族制が封建制であったと見間
違うほどの変貌を遂げた時期であったが、「氏族
制末期或いは封建制への過渡期」（212頁）として
とらえている。
　マンジュ・グルンの変遷を三期に分け、第一期：
草創の時代（～成化三年の役）、第二期：貢勅制
の確立（～正徳年間16世紀初頭）、第三期：新旧
勢力の交替期（嘉靖初頭～）とする。この時期全

体は、略奪を伴った自給経済から、貢勅制を利用
した撫順関を通じての交易により勢力拡大した時
期とも表現できる。この過程のなかで、ムクン・
タタン制は採取経済の不成立と同時にその機能は
停止し、以後は八旗制と結びついて変貌、消滅し
た。採取経済の不成立の契機は、明朝がヌルハチ
の拡大を懸念して朝貢を停止した時であった。朝
貢できなければ、採取した人参を財に代えること
はできない。ヌルハチは明朝との妥協を模索した
とはいえ、最終的には明朝依存からの脱却（貢勅
制の廃棄）を選択して、対明断行を決意したとする。
　三田村泰助の研究は、戦前以来おこなわれてき
た女真社会や八旗制度に関する研究を集大成し、

「満文老档」や「清朝実録」の緻密な解釈により、
女真社会の変容からヌルハチの対明断行までを跡
付けた画期的なものだと評価できる。
　60年代に三田村泰助の研究が出されたことによ
り、入関前のマンチュリア史に関する理解は大き
く前進した。そうした一方で、東京大学東洋史研
究室を中心にしておこなわれた『満文老档』の訳
注の第一巻が1955年に刊行された。そして、この
訳注作業に携わった神田信夫、松村潤、岡田英弘、
阿南惟敬、石橋秀雄が、研究成果の発表をはじめた。
　神田信夫は入関前の政治史、制度史に関する論
文を発表した（21）。松村潤は入関前の政治史（22）に
ついて研究するとともに、清朝の開国説話につい
て新たな見解を主張した（後述）（23）。また、「太
祖実録」、「太宗実録」の編纂過程について、新史
料の内容も踏まえて検討を加えた（24）。
　阿南惟敬は1960年にサルフの戦いに関する論
文を発表したことを皮切りとして、入関前のマ
ンチュリア史に関する研究を次々に発表した（25）。
阿南惟敬は多数の論文を発表しているが、その傾
向は三つに分類できると考えた。第一には八旗制
研究である。八旗制研究こそ阿南惟敬がもっとも
精力的に取り組んでいた分野であり、関係史料
を網羅的に抽出して実態を理解しようとした（26）。
第二には、清朝の軍事史について研究をすすめ
た（27）。第三には、黒龍江方面の状況に関する研
究をおこなった（28）。阿南惟敬は1975年に54歳で
死去するまで論文を書き続け、マンチュリア史に
ついての理解を増進させた。
　石橋秀雄は1961年にヌルハチによる遼東支配に
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関する論文を発表して、入関前のマンチュリア史
の研究に着手した（29）。翌62年までに三本の論文
を書き、ヌルハチは遼東での漢人統治には来帰し
た信頼度の高い漢人官僚を使った、「漢をもって
漢を治める」政策をとったが失敗に終わった。失
敗の原因として、漢人の把握が十分でなかったこ
と、徴税に際して以前の悪弊が改善されなかった
点を指摘し、ヌルハチ政権の統治力は農村の末端
にはおよばず、城堡の支配維持にとどまる、いわ
ば「点の支配」であったと主張した（30）。次いで
八旗制の研究をおこない、ニルを構成した人々に
着目して、史料にあらわれる語句（イルゲン、ジュ
シェン、エジェン、アハなど）が示した人々の性
質について検討を加えた。６本の論文を発表して、
イルゲンはハンとの関係（君民関係）において、
ジュシェンはアンバン（大人）やベイレ（王）と
の関係（族長とその構成員の主従関係）において、
アハはエジェン（主人）との関係（主僕関係）に
おいて記述されていることを主張した（31）。
　細谷良夫は1960年代以降に八旗制を考察した論
文を発表した。その内容は必ずしも入関以前のこ
とだけを扱った論考ではないが、マンチュリア史
の理解には有益である。1968年に発表した論文で、
マンジュ国・清朝は入関以前では「八旗制度に立
脚して支配者層たる諸王の合議制が行われ、支配
が展開されるという、北方民族に特徴的な、謂わ
ば族制的性格を付有する封建的支配機構」であっ
たと主張した（32）。漢軍旗人、帰順漢人などに関
する論考については後述する。
　田中宏巳は八旗制について研究し、「固山」に
ついて考察するとともに、ヌルハチ期の八旗制の
状況についてまとめている（33）。また、若松寛は
ヌルハチの伝記を著している（34）。

（１）村松裕次1947
（２）鴛淵一1948
（３）北村敬直1949
（４）鴛淵一1950、1951
（５）鴛淵一1958、1960a、1960b、1963
（６）鴛淵一1957、1968a、1968b　
（７）和田清1951
（８）中山八郎1951
（９）安部健夫1951
（10）中山八郎1959

（11）今西春秋1959、1961a

（12）今西春秋1950、1956-57、1961b、1967
（13）小川裕人1950
（14）坂井衛1951、1953
（15）水原重光1953
（16）田中克己1959a、1959b

（17）三田村泰助1950、1957a、1957b、1958、1959、1962a

（18）三田村泰助1960
（19）三田村泰助1962b

（20）三田村泰助1963、1964
（21）神田信夫1992、2005
（22）松村潤1969、1972a、1981、1992
（23）松村潤1972b、1998
（24）松村潤1973、1975、1989、2001
（25）阿南惟敬の論文は、阿南惟敬1980にほとんど収録

されている。石橋崇雄の書評が理解の参考になる（石
橋崇雄1982）。

（26）阿南惟敬1965、1966a、1966b、1967、1968、1971、
1975、1977

（27）阿南惟敬1960、1961a、1962a、1969
（28）阿南惟敬1961b、1962b、1963、1970
（29）石橋秀雄の論文は、石橋秀雄1989にほとんど収録

されている。
（30）石橋秀雄1961a、1961b、1962
（31）石橋秀雄1964a、1964b、1968、1977、1984、1985
（32）細谷良夫1968
（33）田中宏巳1968、1976　
（34）若松寛1967

３．1970年から90年代にかけての研究動向

　70年代には既述した松村潤、阿南惟敬、石橋秀
雄らが研究を発表する一方で、旗地に関する興味
深い論文が二本出された。
　一つは、村松裕次が関外における清代土地制度
の原型を明らかにすることを目的に、入関前の土
地制度について考察した。周藤吉之、安部健夫ら
の先行研究によりつつ、独自の解釈をおこない、
満洲的土地制度には荘園制度がある一方で、均田
制的な農業がおこなわれるという、一種の二重構
造ともみなせるものであったと指摘した（１）。
　もう一つは戦前に旗地について大著を出した周
藤吉之が、あらためて八旗制下の村落に関する論
文を発表した。その内容は、ヌルハチが興起した
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時の村落は大きなもので百余戸、小さなもので
三十戸程度であり、血縁的紐帯の強い集団であっ
たが、ニル編成により変容していき、地縁的関係
が強くなったとした。そして遼東占領後、旗人は
遼東各地の土地を分け与えられたので、女真の居
住形態はより地縁的関係を強めたと主張した。入
関後は官荘、王公荘園の設置、それを管理する荘
頭の配置がなされ、旗人と民人の別が明確になる
とともに、旗地は漢人の佃戸が耕作するように
なったと指摘した（２）。
　田中通彦は70年代に三本の論文を発表して、遼
東占領以前のヌルハチ政権の性格について独自の
見解を主張した（３）。戦前以来の先行研究を丁寧
に整理して、女真社会の共同体内部および共同体
相互間の階層分化の状況、共同体相互の諸関係の
検討をおこなった。そして、遼東占領以前のヌル
ハチ政権の基本的支配関係は、「アジア的な小共
同体をその首長を介して共同体とその成員と総体
的に支配・従属せしめる関係、具体的には共同体
とその成員を貢納制、賦役制によって支配する」
関係であったと説明している。その後、田中通彦
自身もこれ以上の研究はおこなっていなく、また
この見解を継承する研究者もいない状況である。
　80年代になると、石橋崇雄が八旗制やホンタイ
ジの皇帝即位、皇帝権に関する論文を発表した。
はじめに、バヤラ（ハンやベイレの親衛隊的な兵）
を取り上げ、その種類や性格について考察した。
バヤラには白バヤラ、バヤラ、紅バヤラの三種が
あったとし、1623年以前では白バヤラ、バヤラは
八旗制には縛られない位置にあり、紅バヤラは八
旗制の構造内に属したと指摘した。しかし、遼東
占領後に本格的な漢人統治が行われると八旗制の
強化がはかられ、1623年以降ではバヤラ全体が八
旗のなかに組み込まれたと主張した（４）。次いで、
八グサの成立は1618年、八グサ色別の成立は1622
年だとする考証をおこない、八グサ色別の目的
は、遼東占領により漢人農耕社会を統治すること
になったので、八グサに軍事組織の機能だけでは
なく政治・社会組織の機能をも求めた点にあると
主張した（５）。
　皇帝即位、皇帝権について考察した三本の論文
において、ホンタイジは八王の合議形式のなかで
ハンに選出されたので、当初は一旗王にすぎず、

ハンとベイレとの間には名目的な上下関係はあっ
ても実質的な権力関係はなかったと指摘した。そ
れゆえ、ホンタイジはその違いを明確にしようと
する一方で、漢人官僚の登用や六部などの中国的
行政制度の導入、整備を推進した。また、帰順し
た漢人武将やモンゴル人諸王の兵力を利用して、
自らの軍事力を強化した。ホンタイジは中国的な
皇帝導入によりハン権を強化しようとした側面と
ともに、東北アジア、内陸アジア、中国内地を支
配した大元国皇帝の継承を志向した側面もあり、
漢化政策だけではなかった点を指摘した。しかし、
皇帝権を確立できないままホンタイジは死去し、
中国的な要素と満洲族の部族制的要素とを融合さ
せていく試みは、雍正帝の時に確立したとしてい
る（６）。
　松浦茂はヌルハチ期の世襲制度について考察を
おこない、ヌルハチが1620年（天命５年）に制定
した世職制度は、これまでは八旗制と混同されて
きたが、八旗制と並存した独自の系統を持ち、そ
の目的は家臣を統一的序列の下に組み込むことで
アンバン（大きな権限を持つ上級家臣）を統制し、
官僚化することであったと主張した（７）。次いで、
ヌルハチは周辺領域の占領後には、その住民を強
制的に移住（徙民）させて、居城近隣に住まわせ
て軍事力を増強するとともに、農業労働者にして
いたことを明らかにした（８）。こうしたヌルハチ
期の考察をふまえて書かれたヌルハチの伝記は、
啓蒙書でありながら水準の高い記述となってい
る（９）。その後、松浦茂はアムール川流域の辺民
制へと研究対象を移し、満文档案を駆使した優れ
た研究を多数発表し、2006年に大著『清朝のアムー
ル政策と少数民族』を刊行した（10）。
　80年代後半以降、増井寛也は女真・満洲人の
状況、マンジュ国・清朝に関する論文を精力的
に出している。ヌルハチ期については、その事
跡の考証やフェアラ城にアンバンを集住させて統
制強化と軍事力の集中化をおこない、統治機構と
政務分掌体制の整備をはじめた経過について考察
した（11）。また、五大臣の設置年代や四旗制が成
立した前後のヌルハチ政権の状況について考察し
た（12）。ホンタイジ期については専管権を題材に
して、政権の権力構造について分析した。専管権
の性格については、以前から首長が持つ権限をハ
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ンが保障したという見解と、ハンが恩賞として一
部の功臣に授与した特権であるという見解が並存
しているとし、前者に従うとホンタイジ政権はハ
ンと首長たちの連合体となり、後者に従うとハン
は首長に対して君主権を確立していたとみなせ
る。こうした問題設定をおこない、結論として連
合的性格を全面否定はできないが、ハンと首長の
間には君臣関係があったと指摘した（13）。政治史
だけではなく、増井寛也は女真の社会状況につい
て戦前以来議論になっている血縁組織であったハ
ラ、ムクンのあり方について、より突っ込んだ議
論を展開した（14）。また女真諸部の動向について
も緻密な考察をしている（15）。
　1987年に細谷良夫はマンジュ国・清朝に帰順し
た漢人について、とくに孔有徳、尚可喜の動向に
考察を加えた。強力な火器を有する彼らの軍団は、
定説とは違って八旗漢軍に編入されていなく、独
自の軍団として存在したことを主張した。その理
由として、彼らの軍団を分解して各旗に編入され
ることは八旗制の分権性を促進するので、ハン（皇
帝）権力の強化をはかるホンタイジはおこなわな
かったという興味深い指摘をした（16）。1992年に
はヌルハチ期に軍功から重用されたが、ホンタイ
ジ期に失脚した布山について考察し、2007年には
ホンタイジ期に帰順した尚可喜の動向に関する論
文を発表した（17）。また1990年には、マンジュ国・
清朝の動向は、20世紀の満洲国にも影響をおよぼ
していたことを指摘する論文を発表している（18）。
　和田正広は80年代に李成梁に関する研究を次々
に発表して、1995年に著作をまとめた（19）。李成
梁の戦法は女真、モンゴルと正面から戦うのでは
なく、彼らの掠奪は放任し、飽食して退却する時
を見計らって攻撃し、自軍の被害を可能な限り回
避するものであった。また、その戦功報告は戦死
した明軍兵士の首級をカウントするなど欺瞞に満
ちており、虚偽の戦功報告をすることで出世して
一大勢力に成長したこと、李成梁の不正行為に気
がつく官僚もいたが、李成梁は中央政界との結び
つきを強める働きかけをおこない、不正が発覚し
ても中央の大官はもみ消していたことを明らかに
した。また1590年代に遼東で発生した金得時の反
乱を分析し、遼東の人々が反乱軍に加担していた
要因について考察を加えた。　和田正広の研究は、

李成梁が女真・モンゴルの侵攻に悩む遼東におい
て、どのような判断にもとづいて勢力拡大したか
を明らかにしている。李成梁の個人史に止まるの
ではなく、当時のマンチュリアの状況理解を大き
く前進させる内容を持っていると評価できる。
　渡辺修は遼東在住者である「遼人」の動向につ
いて考察するとともに、ホンタイジ期の漢人統治
の特徴について考察を加えた（20）。
　90年代には明末政治史において遼東問題がどの
ような意味を持ち、いかなる影響をおよぼしたの
か考察した、小野和子による論文が出された（21）。
　岩井茂樹は、16 ～ 17世紀の沿岸部、長城周辺、
遼東の状況を巨視的に考察し、「東アジアの南北
に同時並行的に進んだ地域間交易の発展と辺境社
会の流動化」により「言語や種族を乗りこえた華
夷共同社会が出現」したとし、その帰結として明
清交替を理解する見解を主張した。そしてヌルハ
チの勢力拡大を、「銀や人やモノ」が激しく流動
した、「生き馬の眼をぬくような、荒っぽい辺境
のマーケットのなか」から台頭してきたのでは
ないかと指摘した（22）。16世紀から17世紀にかけ
て東アジア周辺で生じた政治・社会変動の一環と
して、清の国家形成とその特徴を把握する必要性
は極めて重要な観点であり、今後の研究のふまえ
なければならない視点だと考える。さらに岩井茂
樹は、中国での研究の多くはヌルハチの台頭を一
国的な発展史から、女真の民族的結集の結果とし
て清朝の成立を評価し、異民族による中国征服で
あったと理解しているが、こうした見解には同意
できないとも述べている

（１）村松裕次1972
（２）周藤吉之1972
（３）田中通彦1972、1976、1977
（４）石橋崇雄1981
（５）石橋崇雄1983
（６）石橋崇雄1988、1994、1997
（７）松浦茂1984
（８）松浦茂1986
（９）松浦茂1995
（10）松浦茂2006
（11）増井寛也1999a、2004
（12）増井寛也2007、2009
（13）増井寛也2006a
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（14）増井寛也1993、1996、1997、1998、1999b

（15）増井寛也1989、1996-97、1999c、2003、2006b

（16）細谷良夫1987
（17）細谷良夫1992、2007
（18）細谷良夫1990
（19）和田正広1984、1986、1987a、1987b、1987c、1988、

1995
（20）渡辺修1983、1994
（21）小野和子1996
（22）岩井茂樹1996

４．2000年以降の研究動向

　杉山清彦は1998年に最初の論文を発表した後、
八旗制や女真に関する論文を次々に発表して、マ
ンチュリア史の理解を増進させている。これまで
の八旗制度の研究はニルの構造、グサの成立、ハ
ラ・ムクンの変化など、その構造や組織のあり方
から考察する傾向が強かった。そうした傾向とは
別に、杉山清彦は八旗の人的構成を復元し、それ
をもとに分析することの有効性を主張して、マン
ジュ国・清朝の政治史の考察をおこなった。
　最初に母系氏族の果たす政治的機能の重要性を
手がかりとして、マングルタイの領した正藍旗の
人的構成を復元し、旗王の姻戚関係が旗の構成に
重要な役割を果たしていたことを明らかにした。
そして、ヌルハチが征服した人々を八旗に編成す
るに際には、氏族・通婚など従前の結合関係に基
づくとともに、旗王には諸子姪の中から関係の深
い人を選んでいたという仮説を主張した（１）。次
いで、ヌルハチ、ドルゴンの領旗支配について
検討し、上記の仮説があてはまることを論証し
た（２）。さらに、フルン四国王家の八旗への編入
過程について検討を加え、征服されたフルン諸部
は門地・勢力を基準としてニル・世職を授与さ
れ、通婚により八旗の構成員に編成されたと指摘
した（３）。また、ヌルハチの側近集団、親衛組織
であったヒヤの実態を考察して、「ヒヤこそ八旗
制下の求心構造の核心」であったと主張した（４）。
これら一連の論文により明らかにした八旗制の構
造・性格を基軸に、大清帝国の支配構造に八旗制
がおよぼした影響について論じた（５）。
　八旗制度下の女真・マンジュ人の状況に関する
考察も進め、清朝政権は「門地と功績とに存在基

盤をおく諸氏族が、帝室アイシン・ギョロ氏を中
核に八旗に分属して、重要な地位・職掌を分有し
た連合政権であり、八旗制とは、その連合形態」
であったと主張した（６）。さらに、女真の諸氏族
が八旗制度に組み込まれ、満洲旗人となる変遷に
ついて考察し、ヌルハチ政権を構成した諸氏族は
明初、さらには金・元代にまでさかのぼる貴種と
しての伝統を持つ人々であったと指摘した（７）。
　また、帰順した漢人（李成梁一族、李永芳一門）
が、どのようにマンジュ国・清朝の統治機構に取
り込まれたのか、具体的に検討した。明朝統治下
の遼東の漢人在地支配層はいかにして自分たちの
生命、財産を守っていくのかを考え、他方ヌルハ
チ、ホンタイジ政権はいかにして彼らを政権傘下
に収めていくのか考えていた。両者の接点として、
また新来者を流し込み、枠にはめる鋳型として八
旗制度は利用されたと主張した。さらに、マンジュ
国・清朝は官職・位階の叙任・授与だけでなく、
入侍・通婚・賜名など私的・擬制親族的な関係を
多重に取り結ぶことで、さまざまな出自・前歴の
臣下を強固かつ緊密な関係性のなかに取り込んで
いたことを明らかにし、こうした方策を「マンジュ
化」と呼んだ（８）。
　以上の杉山清彦の研究により、マンジュ国・清
朝は八旗制を使って異質な人々を取り込んで軍事
力の拡大を果たしていたことが明らかになった。
ヌルハチは八旗制という官僚機構の頂点にいた独
裁的君主だとした安部健夫の理解とは違い、ヌル
ハチやホンタイジは旗王の一人であったという分
封制的、連旗制的な理解を主張した。
　谷井陽子は2004年以降に八旗制に関する論文を
発表して、八旗制は分封制的性格ではなく集権的
体制であったとする論点を展開し、杉山清彦の八
旗制理解とは異なった見解を主張している。まず
谷井陽子はハンと臣下との関係を規定した官位制
について考察し、ハンが功績に基づいて旗人に官
位を授け、その官位が旗人の経済的な処遇と結び
ついた管理制度が存在、機能していたことを主張
した。ハンの権限は、国内すべての人々を統制下
に置くものであり、入関前の後金政権には強権的
側面があったことを指摘した（９）。
　次いで「八旗制度再考」と題する論文を2005年
から発表して、八旗制度を当時のマンジュ国・清
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朝の置かれた状況のなかに位置づける試みをおこ
なっている。この論文は未完であるが、現在発表
されている内容についてまとめてみたい。
　最初に、孟森に始まる「連旗制」として八旗制
を理解する見解に異論を唱えた。連旗制理解の論
拠について検証し、旗王はその領旗に対して独占
的な権力を持っていたことや、旗を単位とした独
立的な活動は立証されていないことを指摘した。
とくに細谷良夫が『満文老档』天命７年３月３日
の記述をもとに、ハンの擁立は八王の推戴により
おこなわれたのであり、ハンは独裁的君主ではな
いので、八旗制は連旗制的性格を持つと主張して
いる点を反駁した。谷井陽子はこの記述について、
これはヌルハチが自分の死後の体制のあり方を指
示したものであり、既存の体制の状況を述べたも
のではないとして、この史料は連旗制の根拠には
ならないとした。この指摘は妥当性を持っており、
強烈な反論だと言えよう。次いで、連旗制的理解
では説明困難な事例があることを示し、さらに連
旗制的理解の背景には、モンゴル史から抽出され
たモデルや唯物史観の発展段階論に依拠した考え
方があり、「満洲史の実証的研究から明確な歴史
像を描き」出していないと批判した（10）。
　次に、八旗制の特徴を経済的背景から考察した。
ヌルハチ期では対明断行後に自給自足を余儀なく
されたが、人口の少なさが農業生産増大の足かせ
となっていた。そのため占領地の住民を労働力に
するとともに、外征という掠奪によって食糧不足
を補った。ホンタイジ期でも「経済的には危うい
平衡を保つ状態」であったので、国家維持のため
に個人の利害追求は認めず、全構成員に重い経済
的負担を強いた。それゆえ、その負担には公平さ
が求められ、多数が是認できる内容でなければな
らなかった。こうした経済状況が八旗制の財政基
盤を規定したと主張した（11）。
　マンジュ国・清朝の財政構造について検討をお
こない、財貨・労力の納入・配分は、国家と個人
の間でおこなわれ、旗王とその属人の間には封建
的な経済関係はなかったと主張した。経済的側面
から八旗制の機能を考えるならば、利益と負担を
公平に配分する単位であったとし、こうした機能
は経済的困窮下にあったヌルハチらにとって、公
平さが損なわれた場合、政権の凝集力が低下を懸

念したことから形成されたと解釈した（12）。
　ニルの状況について考察し、ニルの管理者がニ
ルの構成員に行使できた権力は限定的であったこ
とを主張した。無制限な権力行使は国法により規
制されており、国家にとって悪影響をおよぼす権
力関係が、ニル内部に生じないようにしていたと
いう理解を示した（13）。
　ヌルハチによる遼東占領までは、比較的単純な
用兵、作戦をしていたが、明との本格的な戦いが
始まると、戦争の形態が変わり、それに対応する
必要が生じた。短期戦ではなく長期にわたる攻城
戦をどうおこなうのか、長距離におよぶ行軍の補
給をどうするのかなど、ホンタイジは新しい状況
への対応を迫られた。経済的困窮下にある後金政
権が選択できた戦略は、時間と労力をかけて山海
関を突破することしかなかった。こうした状況が
八旗制の組織化と運用を規定したとして、その検
討を今後おこなうとしている（14）。
　谷井陽子による八旗制の再考はまだ完結してい
ないが、マンチュリアの動向と八旗内部の状況の
統合的な理解を目指しているように思われる。八
旗制が連旗的なのか、集権的な構造なのか、その
評価はさておき、谷井陽子の研究がマンチュリア
史の理解増進に貢献したことは確かである。谷井
陽子の主張を考慮してか、杉山清彦も八旗制に関
する見解を修正し、2008年の論文では「マンジュ
＝大清国政権は、ハンの統率力・指導力にみられ
る強い集権性と、それを支えかつ牽制する八旗の
連合体制という、二つのベクトルのバランスの上
に成り立っていた」と述べている（15）。ハンと臣
下という縦のベクトルと、八旗の連合性という横
のベクトルの均衡の上に八旗制は存在していたと
し、これまで強調してこなかった縦の主従関係に
言及している。
　上田裕之はマンジュ国・清朝の政権構造、政治
制度について考察した。入関前において、ハン、
王侯、功臣が人参採取制度の中でどのような位置
づけにあったのかを検討し、異姓諸侯をヌルハチ
の配下に取り込もうとした政策の一つであったと
主張した（16）。また八旗俸禄制度の成立過程を取
り上げ、入関前では、旗人は世職の等級に応じて
漢人農民が配属され、世職のない旗人には八旗・
六部などの官職の序列にしたがって漢人農民が配
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属され、その人数分の官糧・徭役が免除されると
いう支給体系の存在を明らかにした。そして、入
関後にこうした制度は廃止され、旗人へは俸禄が
支給されたと主張した（17）。
　マンジュ国・清朝がモンゴル勢力をどのように
取り込んでいたのかを研究する楠木賢道は、2009
年にこれまでの論文をまとめて研究書を刊行し
た（18）。これまでの論文を加筆して収録している
ので、発表時の論文ではなく、この研究書の内容
をまとめたい。
　まず内ハルハ部への対応を検討して、マンジュ
国・清朝の対応には３形態（①排除、壊滅、②八
旗に編入、③ジャサク旗に編成）があったと指摘
した。こうした対応とともに、マンジュ国・清朝
宗室はホルチン部首長層との間に双方向的な婚姻
関係を幾重にも結び、対明朝、対チャハル部攻撃
をおこなうための政治的、軍事的背景を形成して
いたと主張した。また、内モンゴル諸部から軍事
力を引き出すために、法支配の実績を積み上げて
いったことを明らかにした。そして、1631年にお
こなわれた大凌河攻城戦の布陣からマンジュ国の
政権構造について考察し、権力の中心にはホンタ
イジが位置し、その周囲を宗室諸王が取り囲み、
さらにその外側を外藩モンゴルの諸王が取り囲ん
でいたと指摘した。さらに、1636年のホンタイジ
皇帝即位に伴っておこなわれたモンゴル諸王の冊
封を題材にして、清朝支配の枠組みについて考察
した。ホンタイジは皇帝即位にあたり諸王を冊封
するという中華王朝的な儀礼をおこなったとはい
え、ホンタイジは直轄の３旗を率いて権力の中心
に位置し、その周囲を宗室の諸ベイレが残りの５
旗を率いて取り囲み、さらにその外側を外藩モン
ゴルの諸王が取り囲むという、極めて北アジア的
な支配の枠組みをつくっていたと主張した。そし
て、帰順した漢人には王号は与えられたが、清朝
正規の王爵ではなかったので、清朝支配体制の枠
外にあったと指摘した。
　総じて、マンジュ国・清朝のモンゴル諸部への
働きかけは、八旗の権力分散的な状況を乗り切る
ためにおこなっていた点を強調していると読み取
れる。

（１）杉山清彦1998
（２）杉山清彦2001a
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